
新版 建設業安全衛⽣推進者の⼿引 
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＜新旧対照表＞ 第３版 令和 6 年 12 ⽉ 26 ⽇ 
【補⾜事項】※「旧版」から「新版」への文章の修正・追加・削除部分は、下線部を参照してください。 

※誤字・脱字および奥付等の軽微な修正は割愛します。 
 

（旧版） 第 2 版（令和 4 年 1 月 21 日） No.136101 （新版） 第 3 版（令和 6 年 12 月 26 日） No. 136101 

[用語の統一] 
元請業者、元⽅事業者 元請 
協⼒業者 協⼒会社 
現場所⻑ 作業所⻑ 
職⻑等監督者、職⻑等安全衛⽣責任者や職⻑ 職⻑・安全衛⽣責任者 
リスクアセスメント リスクアセスメント（RA） 
ヒヤリ・ハット ヒヤリハット 
危険有害性、危険・有害性、危険性及び有害性、危険性⼜
は有害性 

危険性⼜は有害性 

建設現場、作業所（現場）、建設作業所、⼯事現場、現場 作業所 
労働者 作業者 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

はじ

めに 

上から

3 ⾏⽬ 

⼀⽅、近年、建設現場における施⼯技術は

⾼度化し、機械化され、より複雑な作業形態

となってきており、また、安全衛⽣⽔準が向

上し無災害で完⼯を迎えることが多くなった

ため、災害ゼロという結果に満⾜してしまい、

潜在する危険有害要因が⾒過ごされるという

問題が⽣じています。 

（下線部を修正) 

はじ

めに 

上から

3 ⾏⽬ 

⼀⽅、近年、建設業における施⼯技術は⾼

度化し、機械化され、より複雑な作業形態と

なってきており、また、安全衛⽣⽔準が向上

し無災害で完⼯を迎えることが多くなったた

め、災害ゼロという結果に満⾜してしまい、

潜在する危険有害要因が⾒過ごされるという

問題が⽣じています。 

⽬次 

2 ⾴⽬ 

下から

12 ⾏⽬ 

2 ．安衛法の構成 

（下線部を修正) 

⽬次 

2 ⾴⽬ 

下から

12 ⾏⽬ 

2 ．労働安全衛⽣法の構成 

⽬次後

1 ⾴⽬ 

ページ

下部 

 

 

（右記の⽂章を追加） 

 

⽬次後

1 ⾴⽬ 

ページ

下部 

 

1 上から

4 ⾏⽬ 

建設現場において作業者を直接雇⽤してい

る事業者は、本来、元請業者・協⼒業者を問

わず、それぞれ⾃社の作業者の労働災害防⽌

のために、機械・設備、作業環境、作業⽅法、

健康保持などについて適正に管理する義務を

負っています。 

（下線部を修正) 

1 上から

4 ⾏⽬ 

事業者は、本来、元請・協⼒会社を問わず、

それぞれ⾃社の作業者の労働災害防⽌のため

に、機械・設備、作業環境、作業⽅法、健康

保持などについて適正に管理する義務を負っ

ています。 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

5 下から 

11 ⾏⽬ 

（右記の⽂章を追加） 

 

5 下から 

11 ⾏⽬ 

⑽ 安全衛⽣推進者と保護具着⽤管理責任者

の選任に関すること。 

リスクアセスメントに基づく措置として作

業者に保護具を使⽤させる作業所では、保護

具に関する知識及び経験を有すると認められ

る者から、保護具着⽤管理責任者を選任し、

有効な保護具の選択、作業者の使⽤状況の管

理その他保護具の管理に関わる業務を⾏わせ

なければなりません。（安全衛⽣推進者なども

含まれるが、保護具着⽤管理責任者教育を受

講することが望ましい。） 

9 下から 

17 ⾏⽬ 

しかし、実際には、健康診断については健

康診断機関、健康の保持増進のための措置に

ついては健康保持増進のサービスを提供する

機関である外部専⾨機関（労働者健康保持増

進サービス機関）の指導を受け実施すること

となることが多いので、普段からこれらの機

関との連絡を密にし、以下に⽰す諸点に留意

しつつ、今まで述べた⼆つの措置が円滑に⾏

われるように努めることも安全衛⽣推進者の

重要な職務の⼀つです。 

9  （左記を削除） 

9 下から 

10 ⾏⽬ 

ストレスチェック制度は、定期的に労働者

のストレスの状況について検査を⾏い、本⼈

にその結果を通知して字らのストレスの状況

について気付きを促し、個⼈のメンタルヘル

ス不調のリスクを低減させるとともに、検査

結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけ

るストレス要因を評価し、職場環境の改善に

つなげることで、ストレスの要因そのものも

低減させるものであり、さらにその中で、メ

ンタルヘルス不調のリスクの⾼い者を早期に

発⾒し、医師による⾯接指導につなげること

で、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防

⽌する取り組みです。（平成27年12⽉1⽇施

⾏） 

（下線部を削除) 

9 下から 

15 ⾏⽬ 

ストレスチェック制度は、定期的に作業者

のストレスの状況について検査を⾏い、本⼈

にその結果を通知して⾃らのストレスの状況

について気付きを促し、個⼈のメンタルヘル

ス不調のリスクを低減させるとともに、検査

結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけ

るストレス要因を評価し、職場環境の改善に

つなげることで、ストレスの要因そのものも

低減させるものであり、さらにその中で、メ

ンタルヘルス不調のリスクの⾼い者を早期に

発⾒し、医師による⾯接指導につなげること

で、作業者のメンタルヘルス不調を未然に防

⽌する取り組みです。 

10 上から 

9 ⾏⽬ 

(カ) 貧⾎検査（⾎⾊素量、⾚⾎球数） 

（下線部を修正） 

10 上から 

4 ⾏⽬ 

(カ) ⾎⾊素量及び⾚⾎球数の検査 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

11 上から 

12 ⾏⽬ 

建設業において特殊健康珍断を実施すべき

業務の主要なものは、次のとおりです。 

（下線部を修正） 

11 上から 

7 ⾏⽬ 

建設業において特殊健康珍断を実施すべき

有害とされる業務の主要なものは、次のとお

りです。 

11 上から 

16 ⾏⽬ 

(エ) 有機溶剤業務（塗装、防⽔作業者等） 

（下線部を修正） 

11 上から 

11 ⾏⽬ 

(エ) 有機溶剤業務（塗装、防⽔作業従事者

等） 

11 上から 

18 ⾏⽬ 

(カ) じん肺をり患するおそれのある粉じん

作業（ずい道等掘削作業者等） 

なお、次の作業に従事する者に対しては、

特別の検査項⽬による特殊健康診断を実施す

るよう厚⽣労働省で指導をしています。 

（下線部を修正） 

11 上から 

13 ⾏⽬ 

(カ) 四アルキル鉛等業務従事者 

 なお、次の作業に従事する者に対しては、

特別の検査項⽬による特定業務従事者の健康

診断を実施するよう厚⽣労働省で指導をして

います。 

11 上から 

21 ⾏⽬ 

(ア) 強烈な騒⾳を発する場所における作業 11 上から 

16 ⾏⽬ 

(ア) 強烈な騒⾳を発する場所における作業 

（騒⾳健康診断） 

（下線部を追加） 

11 上から 

22 ⾏⽬ 

(イ) さく岩機、チッピングハンマー等振動

⼯具を取扱う作業 

11 上から 

17 ⾏⽬ 

(イ) さく岩機、チッピングハンマー等振動

⼯具を取扱う作業（振動健康診断） 

（下線部を追加） 

11 上から 

23 ⾏⽬ 

(ウ) 重量物を取扱う作業 

（下線部を修正） 

11 上から 

18 ⾏⽬ 

(ウ) じん肺にり患するおそれのある粉じん

作業（じん肺健康診断） 

14 上から 

10 ⾏⽬ 

このため厚⽣労働⼤⾂は、その適切かつ有

効な実施を図るための指針を公表（安衛法第

71条の3）し、国は⾦融上の措置、技術上の助

⾔、資料の提供その他の必要な援助に努める

こととなっています（安衛法第71条の4）。 

（下線部を修正） 

14 上から 

5 ⾏⽬ 

このため厚⽣労働⼤⾂は、その適切かつ有

効な実施を図るための措置に関する指針を公

表（安衛法第71条の3）し、国は⾦融上の措置、

技術上の助⾔、資料の提供その他の必要な援

助に努めることとなっています（安衛法第71

条の4）。 

19 ｂ 転倒 （⾚枠を修正） 

 

19 ｂ 転倒  
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

21 上から 

6 ⾏⽬ 

平成18年4⽉から施⾏された安衛法第28条

の2によって、建設業においては、危険性⼜は

有害性等の調査を実施して、その結果に基づ

いて必要な措置を実施することが努⼒義務と

なりました。同時に厚⽣労働省から、「危険性

⼜は有害性等の調査等に関する指針」が⽰さ

れたところです。この「危険性⼜は有害性等

の調査」とは、これまでも実施されてきてい

る「リスクアセスメント」のことであり、本

章では主として「リスクアセスメント」とい

う⽤語を使⽤しています。 

（下線部を修正） 

21 上から 

6 ⾏⽬ 

平成18年4⽉から施⾏された安衛法第28条

の2によって、建設業においては、危険性⼜は

有害性等を調査して、その結果に基づいて、

必要な措置を講ずることが努⼒義務となりま

した。同時に厚⽣労働省から、「危険性⼜は有

害性等の調査等に関する指針」が⽰されたと

ころです。この「危険性⼜は有害性等の調査」

とは、これまでも実施されてきている「リス

クアセスメント」のことであり、本章では主

として「リスクアセスメント」という⽤語を

使⽤しています。 

22 上から 

5 ⾏⽬ 

建設業においては、これまでも国の指針に

基づきリスクアセスメントが⾏われてきまし

たが、建設業の特徴から、⼀部には国の指針

の解釈を⼗分に理解していないケースなどで

不統⼀な⾯もみられ、また、事業者が様々な

⼯夫をしながら開発してきたことにより、各

社各様のリスクアセスメントが⾏われている

状況にあります。このため、建設業の特徴を

踏まえ、リスクアセスメントをより効果的か

つ効率的に⾏えるよう、統⼀的な⼿法が⽰さ

れました。 

（下線部を削除） 

22 上から 

4 ⾏⽬ 

建設業においては、これまでも国の指針に

基づきリスクアセスメントが⾏われてきまし

たが、建設業の特徴を踏まえ、リスクアセス

メントをより効果的かつ効率的に⾏えるよ

う、統⼀的な⼿法が⽰されました。 

23 建設業の

特徴 

（⾚枠を修正） 

 

23 建設業の

特徴 

 

 
23 上から 

4 ⾏⽬ 

⑴ 元⽅事業者による統括管理が⾏われてい

ること 

（下線部を修正） 

23 上から 

2 ⾏⽬ 

⑴ 元⽅事業者（元請）による統括管理が⾏

われていること 
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23 上から 

5 ⾏⽬ 

建設作業所（現場）においては、元⽅事業

者と複数の関係請負⼈が同⼀の場所で混在し

て作業を⾏うことが⼀般的であるため、個々

の事業者が⾏う安全衛⽣管理に加え、元⽅事

業者による統括管理が⾏われています。国の

指針は「事業者」が⾏うものとして規定され

ており、建設作業所（現場）にいるすべての

事業者においてリスクアセスメントの実施が

必要です。 

（下線部を修正） 

23 上から 

3 ⾏⽬ 

作業所においては、元⽅事業者（元請）と

複数の関係請負⼈（協⼒会社）が同⼀の場所

で混在して作業を⾏うことが⼀般的であるた

め、個々の事業者が⾏う安全衛⽣管理に加え、

元請（建設業の場合は「特定元⽅事業者」と

いう）業者による統括管理が⾏われています。

国の指針は「事業者」が⾏うものとして規定

されており、作業所にいるすべての事業者に

おいてリスクアセスメントの実施が必要で

す。 

23 下から 

1 ⾏⽬ 

建設作業所（現場）は屋外で⾏われること

が多く、⼯事は気象、地形、地質等の⾃然環

境に左右されるので、リスクアセスメントの

実施においては、これを考慮する必要があり

ます。 

（下線部を修正） 

23 下から 

2 ⾏⽬ 

作業は屋外で⾏われることが多く、⼯事は

気象、地形、地質等の⾃然環境に左右される

ので、リスクアセスメントの実施においては、

これを考慮する必要があります。 

25 店社及び

作業所の

安全衛⽣

計画等の

位置づけ 

（右記に差し替え） 

 

25 店社及び

作業所の

リスクア

セスメン

トの体系

図 

 

 
26 ⼯事ごと

に⾏うリ

スクアセ

スメント

実施時期 

（⾚枠を修正） 

 

26 ⼯事ごと

に⾏うリ

スクアセ

スメント

実施時期 

 

 

27 ⼯事ごと

に⾏うリ

スクアセ

スメント

の位置付

け 
 

27  （左記を削除） 
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27 上から 

8 ⾏⽬ 

店社が定期的に⾏うリスクアセスメントに

ついては、⼯事が特定されていないため、具

体的な⼯種や作業の洗い出しが難しく、かつ

危険性⼜は有害性の特定やリスクの定義を国

の指針に適合させることに⼯夫を要すること

になります。これらの問題を解決するために

は、店社において災害統計や災害事例等の安

全衛⽣情報をデータベース化しておくことが

必要となります。データベースを構築するた

めには、災害速報や災害の原因調査報告等の

様式のみならず、危険性⼜は有害性の特定、

リスクの⾒積り⽅法等、店社において統⼀し

ておくことが必要です。店社を複数有してい

る⼤⼿の総合⼯事業者の場合は全社で統⼀す

るとさらに精度のよいデータベースが構築さ

れます。 

（下線部を修正） 

27 上から 

8 ⾏⽬ 

店者が定期的に⾏うリスクアセスメントに

ついては、⼯事が特定されていないため、具

体的な攻守や作業の新井出しが難しく、かつ

危険性⼜は有害性の特定やリスクの定義を国

の指針に適合させることに⼯夫を要すること

になります。これらの問題を解決するために

は、店社において災害統計や災害事例等の安

全衛⽣情報をデータベース化しておくことが

必要となります。データベースを構築するた

めには、災害速報や災害の原因調査報告等の

様式のみならず、危険性⼜は有害性の特定、

リスクの⾒積り⽅法等、店社において統⼀し

ておくことが必要です。店社（⽀店等）を複

数有している⼤⼿の総合⼯事業者の場合は全

社で統⼀するとさらに精度のよいデータベー

スが構築されます。 

28 店社及び

作業所の

リスクア

セスメン

トの体系

図 

 

27  （左記を削除） 

32 下から 

4 ⾏⽬ 

③ 安全衛⽣委員会等の活⽤を通じ、労働者、

建設作業所を含めて調査審議することが望ま

しい。 

（下線部を削除） 

31 下から 

4 ⾏⽬ 

③ 安全衛⽣委員会等の活⽤を通じ、労働者

を含めて調査審議することが望ましい。 

47 上から 

2 ⾏⽬ 

平成26年6⽉に労働安全衛⽣法が改正さ

れ、⼀定の危険有害性のある化学物質につい

て、業種、事業場規模にかかわらず、その対

象となる化学物質の取扱いを⾏う際は、リス

クアセスメントを実施することが義務づけら

れました（平成28年6⽉1⽇施⾏）。 

（下線部を修正、削除） 

46 上から 

2 ⾏⽬ 

令和4年5⽉の省令改正により、⾃律的な化

学物質管理の導⼊に伴い、⼀定の危険性⼜は

有害性のある化学物質について、業種、事業

場規模にかかわらず、その対象となる化学物

質の取扱いを⾏う際は、リスクアセスメント

を実施することが義務づけられました。 

47 上から 

8 ⾏⽬ 

使⽤する材料が対象となる化学物を含有し

ているかどうかは、化学物質の容器等に次表

の絵表⽰の有無で判断します。 

（下線部を修正） 

46 上から 

8 ⾏⽬ 

使⽤する材料が対象となる化学物を含有して

いるかどうかは、化学物質の容器やSDS（安

全データシート）等に次表の絵表⽰の有無で

判断します。 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

47 上から 

10 ⾏⽬ 

※ 具体的な化学物質のリストは、「職場のあ

んぜんサイト」掲載の⼀覧表を確認してくだ

さい。 

（http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsd

s/gmsds640.html） 

（下線部を修正） 

46 上から 

10 ⾏⽬ 

※ 具体的な化学物質のリストは、「職場のあ

んぜんサイト」掲載の⼀覧表を確認してくだ

さい。 

（ https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gms

ds/gmsds640.html） 

47 下から 

10 ⾏⽬ 

絵表⽰のある塗装、防⽔、溶接等の作業に

おいては、災害を未然に防ぐため、化学物質

のばく露による健康への影響や⽕災等による

危険について、リスク要因の洗い出しとリス

ク低減措置の適否を検討しなければなりませ

ん。 

（下線部を修正） 

46 下から 

8 ⾏⽬ 

絵表⽰のある塗装、防⽔、溶接等の作業に

おいては、災害を未然に防ぐため、化学物質

のばく露による健康有害性や⽕災・爆発等に

よる危険性について、リスク要因の洗い出し

とリスク低減措置の適否を検討しなければな

りません。 

47 下から 

2 ⾏⽬ 

リスクアセスメントの実施については、建

設業労働災害防⽌協会の「建設業における化

学物質取扱い作業のリスクアセスメントにつ

いて」（ホームページに掲載）を参考にするこ

とができます。 

46  （左記を削除） 

48 図 2−1 （⾚枠を修正） 

 

47 図 2−1  

 

50 上から 

7 ⾏⽬ 

⑽ 労働安全マネジメントシステムの⾒直し 

（下線部を修正） 

49 上から 

7 ⾏⽬ 

⑽ 労働安全衛⽣マネジメントシステムの⾒

直し 

53 図 3−1 （⾚枠を修正） 

 

52 図 3−1  
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

58 ①屋内照

明の取付

け作業 

（⾚枠を修正） 

 

57 ①屋内照

明の取付

け作業 

 

 

59 ①屋内照

明の取付

け作業 

（⾚枠を修正） 

 

58 ①屋内照

明の取付

け作業 

 

 
61 上から 

4 ⾏⽬ 

作業者の適正配置とは、施⼯⼯程において

「安全に、早く、安く、でき栄えよく」作り

上げるため、作業内容に適合する作業者を配

置することです。 

60 上から 

4 ⾏⽬ 

（左記を削除） 

61 上から 

6 ⾏⽬ 

これまで、建設業における適正配置といえ

ば、「法定資格の有無」を最優先に検討しまし

たが、本来の適正配置とは、作業内容に適合

する知識・技能・態度等を有する作業者を配

置し、安全で早く、安く、でき栄え良く作業

をすることです。 

（下線部を修正） 

60 上から 

4 ⾏⽬ 

これまで、建設業における適正配置といえ

ば、「法定資格の有無」を最優先に検討しまし

たが、本来の適正配置とは、作業内容に適合

する知識・技能・態度等を有する作業者を配

置し、「安全に、適正な⼯期、適正な価格、で

き栄え良く」作業をすることです。 

61 下から 

6 ⾏⽬ 

そこで、建設作業者の雇⽤にあたっては、

現場が要求する技能・経験・資格及び⼯期等

を把握し、計画的に募集し適切な作業者の配

置を事前に検討することが必要となります。 

（下線部を修正、削除） 

60 下から 

6 ⾏⽬ 

そこで、作業者の雇⽤にあたっては、要求

される技能・経験・資格及び⼯期等を把握し、

適切な作業者の配置を事前に検討することが

必要となります。 

く 



 

9 
 

（旧版） 第 2 版（令和 4 年 1 月 21 日） No.136101 （新版） 第 3 版（令和 6 年 12 月 26 日） No.136101 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

66 表 3−4 （右記に差し替え） 

 

65 表 3−4  

 

67 上から 

12 ⾏⽬ 

ａ 雇⼊れ時の安全衛⽣教育（安衛法第59条 

1 項） 

（下線部を修正） 

66 上から 

12 ⾏⽬ 

ａ 雇⼊れ時の安全衛⽣教育（安衛法第59条

第 1 項） 

67 下から 

4 ⾏⽬ 

ｂ 作業内容変更時の安全衛⽣教育（安衛法

第59条の 2 項） 

（下線部を修正） 

66 下から 

4 ⾏⽬ 

ｂ 作業内容変更時の安全衛⽣教育（安衛法

第59条第 2 項） 

68 上から 

5 ⾏⽬ 

ｃ 特別教育（安衛法第59条の 3 項） 

（下線部を修正） 

67 上から 

5 ⾏⽬ 

ｃ 特別教育（安衛法第59条第 3 項） 

69 上から 

5 ⾏⽬ 

上記の法定教育のほか、現在、⾏政指導と

して、有機溶剤業務従事者と振動⼯具取扱業

務従事者及び丸のこ等取扱い作業従事者に対

し、カリキュラム（別添資料 4 の⑸参照）が

⽰され、特別教育に準ずる教育として実施す

るよう勧奨されています。 

（下線部を修正） 

68 上から 

5 ⾏⽬ 

上記の法定教育のほか、現在、⾏政指導と

して、有機溶剤業務従事者と振動⼯具取扱業

務従事者及び丸のこ等取扱い作業従事者に対

し、カリキュラム（P129）が⽰され、特別教

育に準ずる教育として実施するよう勧奨され

ています。 

70 上から 

8 ⾏⽬ 

⑧ 何回も根気よく 

（下線部を修正） 

69 上から 

8 ⾏⽬ 

⑧ 反復して 

70 上から 

9 ⾏⽬ 

習慣化するまで指導を反覆することが⼤切で

す。 

（下線部を修正） 

69 上から 

9 ⾏⽬ 

習慣化するまで指導を反復することが⼤切で

す。 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

74 表 5−1 （右記の表に差し替え） 

 

73 表 5−1  

 
75 図 5−2 （⾚枠を修正） 

 

74 図 5−2  

 
75 下から 

2 ⾏⽬ 

ａ 現場の保存、証拠品の散逸防⽌に努める

こと。 

（下線部を修正） 

74 下から 

2 ⾏⽬ 

ａ 現地の保存、証拠品の散逸防⽌に努める

こと。 

75 下から 

1 ⾏⽬ 

ｂ 現場の状況を写真、スケッチ等で正確に

記録すること（⼨法、重量等記⼊）。 

（下線部を修正） 

74 下から 

1 ⾏⽬ 

ｂ 現地の状況を写真、スケッチ等で正確に

記録すること（⼨法、重量等記⼊）。 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

77 下から 

13 ⾏⽬ 

災害分析のねらいは、発⽣した災害の事実

と背景から問題点（危険性⼜は有害性）を「災

害発⽣の可能性の度合」「災害の重篤度」から

災害の危険度を分析し、応急対策及び恒久対

策を⽴て、再び災害を起こさないための標準

化（⼀般化）を図ることです。 

（下線部を修正） 

76 下から 

13 ⾏⽬ 

災害分析のねらいは、発⽣した災害の事実

と背景から問題点（危険性⼜は有害性）を「災

害発⽣の可能性の度合」「災害の重篤度」から

災害の危険度を分析し、応急対策及び恒久対

策を⽴て、再び災害を起こさないための標準

化を図ることです。 

77 下から 

3 ⾏⽬ 

ａ 係書類（被災者の特性、組織図、災害発

⽣現場⾒取図等）の内容を記⼊し、事前に配

布します。 

（下線部を修正） 

76 下から 

3 ⾏⽬ 

ａ 係書類（被災者の特性、組織図、災害発

⽣現地の⾒取図等）の内容を記⼊し、事前に

配布します。 

79 表 5-4 （⾚枠を修正、削除） 

 

78 表 5-4  

 

80 上から 

7 ⾏⽬ 

店社・事業所で⾏う災害事例研究の⽬的は次

の 3 点です。 

（下線部を修正） 

79 上から 

7 ⾏⽬ 

災害事例研究の⽬的は次の 3 点です。 

80 図 5−5 （⾚枠を修正） 

 

79 図 5−5  
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

81  （ページ全体の差し替え） 

 

80   

 
82  （ページ全体の差し替え） 

 

81   
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

83 上から 

4 ⾏⽬ 

（⾚枠を修正） 

 

82 上から 

4 ⾏⽬ 

 

 

83 図 5−7 （⾚枠を修正） 

 

82 図 5−7  

 

84  （ページ全体の差し替え） 

 

83   

 

85  （ページ削除）    
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

86  （ページ全体の差し替え） 

 

84   

 
87  （ページ全体の差し替え） 

 

85   
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

88  （ページ全体の差し替え） 

 

86   

 
89  （ページ全体の差し替え） 

 

87   
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

90  （ページ全体の差し替え） 

 

88   

 

91  （ページ全体の差し替え） 

 

89   
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

92  （ページを削除） 

 

   

 

94 図 6−1 （⾚枠を修正） 

 

92 図 6−1  
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

95 図 6−1 （⾚枠を修正、追加） 

 

93 図 6−1  

 
97 上から 

1 ⾏⽬ 

2 安衛法の構成 

（下線部を修正） 

95 上から 

1 ⾏⽬ 

2 労働安全衛⽣法の構成 

101 下から 

12 ⾏⽬ 

建設業及び建設業に属する事業をいいます。 

（下線部を修正） 

99 下から 

12 ⾏⽬ 

建設業その他政令で定める業種に属する事業

をいいます。 

101 下から 

11 ⾏⽬ 

⑥ 特定事業者（法第15条第1項） 

（下線部を修正） 

99 下から 

11 ⾏⽬ 

⑥ 特定元⽅事業者（法第15条第1項） 

102 上から 

5 ⾏⽬ 

① 事業者は、労働災害を防⽌するために必

要な最低基準を守るだけでなく、快適な職場

環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場

における労働者の安全と健康を守らなければ

なりません。また、国が実施する労働災害防

⽌の施策に協⼒するようにしなければなりま

せん。 

（下線部を修正） 

102 上から 

5 ⾏⽬ 

① 事業者は、労働災害を防⽌するための必

要な最低基準を守るだけでなく、快適な職場

環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場

における労働者の安全と健康を確保するよう

にしなければなりません。また、国が実施す

る労働災害防⽌に関する施策に協⼒するよう

にしなければなりません。 

102 上から 

10 ⾏⽬ 

② 機械等の設計、製造、輸⼊者、原材料の

製造、輸⼊者、建設物の建設者や設計者は、

それぞれの⽴場で労働災害の発⽣の防⽌に資

するようにしなければなりません。 

（下線部を修正） 

100 上から 

10 ⾏⽬ 

② 機械等の設計、製造、輸⼊者、原材料の

製造、輸⼊者、建設物を建設する者や設計者

は、これらの物が使⽤されることによる労働

災害の発⽣の防⽌に資するようにしなければ

なりません。 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

102 下から 

11 ⾏⽬ 

③ 建設⼯事の注⽂者等は、安全で衛⽣的な

作業ができるように配慮しなければなりませ

ん。 

100 下から 

11 ⾏⽬ 

③ 建設⼯事の注⽂者等は、施⼯⽅法、⼯期

等について、安全で衛⽣的な作業ができるよ

うに配慮しなければなりません。 

（下線部を追加） 

102 下から 

8 ⾏⽬ 

労働者は、労働災害を防⽌するため必要な

事項を守るほか、事業者等が実施する労働災

害の防⽌措置に協⼒するように努めなければ

なりません。 

（下線部を修正） 

100 下から 

8 ⾏⽬ 

労働者は、労働災害を防⽌するため必要な

事項を守るほか、事業者等が実施する労働災

害の防⽌に関する措置に協⼒するように努め

なければなりません。 

102 下から 

5 ⾏⽬ 

2以上の建設業に属する事業者が、1の場所

において⾏われる当該事業の仕事を共同連帯

して請け負った場合（いわゆるジョイントベ

ンチャー）においては、そのうちの1⼈を代表

者として定めなければなりません。この代表

者が当該事業の事業者とみなされ、労働安全

衛⽣法の適⽤を受けます。 

（下線部を修正） 

100 下から 

4 ⾏⽬ 

2以上の建設業に属する事業者が、⼀の場所

において⾏われる当該事業の仕事を共同連帯

して請け負った場合（いわゆるジョイントベ

ンチャー）においては、そのうちの1⼈を代表

者として定めなければなりません。この代表

者が当該事業の事業者とみなされ、労働安全

衛⽣法の適⽤を受けます。 

104 法第 10

条 

（⾚枠を修正） 

 

102 法第 10

条 

 

 
104 法第 11

条 

（⾚枠を修正） 

 

102 法第 11

条 
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104 法第 12

条 

（⾚枠を修正） 

 

102 法第 12

条 

 

 

105 法第 12

条（前⾴

最下部の

続き） 

（⾚枠を修正） 

 

103 法第 12

条（前⾴

最下部の

続き） 

 

 
105 法第 12

条の 2 

（⾚枠を修正） 

 

103 法第 12

条の 2 

 

 

105 法第 13

条 

（⾚枠を追加） 

 

104 法第 13

条 
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107 法第 15

条の 2 

（⾚枠を修正） 

 

105 法第 15

条の 2 

 

 

108 法第 16

条 

（⾚枠を修正） 

 

106 法第 16

条 

 

 
108 法第 17

条 

（⾚枠を追加） 

 

106 法第 17

条 

 

 
109 法第 22

条 

（⾚枠を修正） 

 

107 法第 22

条 

 

 

109 法第 24

条 

（⾚枠を修正） 

 

107 法第 24

条 

 

 
110 法第 29

条第 2

項 

（⾚枠を修正） 

 

108 法第 29

条第 2 項 
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111 法第 25

条の 2 

法第 30

条の 2 

（⾚枠を修正） 

 

109 法第 25

条の 2 

法第 30

条の 2 

 

 

112 法第 30

条第 2

項 

（⾚枠を修正） 

 

110 法第 30

条第 2 項 
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113 法第 31

条 

（⾚枠を修正） 

 

111 法第 31

条 

 

 

114 法第 31

条の 3 

（⾚枠を修正） 

 

112 法第 31

条の 3 

 

 
115 法第 32

条第 1

項 

（⾚枠を修正） 

 

113 法第 32

条第 1 項 

 

 
115 法第 32

条第 2

項 

（⾚枠を修正） 

 

113 法第 32

条第 2 項 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

115 法第 32

条第 3

項 

（⾚枠を修正） 

 

113 法第 32

条第 4 項 

 

 

116 法第 32

条第 5

項 

（⾚枠を修正） 

 

114 法第 32

条第 5 項 

 

 
119 平成 年

度（4

⽉〜3

⽉）安全

衛⽣管理

計画書 

（⾚枠を修正） 

 

117 令和 年

度（4

⽉〜3

⽉）安全

衛⽣管理

計画書 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

120 ⑵ 現場

安全衛⽣

管理計画

書作成例 

（⾚枠を修正） 

 

118 ⑵ 作業

所安全衛

⽣管理計

画書作成

例 

 

 
121 上から 

2 ⾏⽬ 

平成〇年１⽉31⽇ 

（下線部を削除） 

119 上から 

2 ⾏⽬ 

〇年１⽉31⽇ 

 

123 ⑵ 持込

機械等

（電動⼯

具電動溶

接機等）

使⽤届 

（⾚枠を修正） 

 

121 ⑵ 持込

機械等

（電動⼯

具電動溶

接機等）

使⽤届 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

125 ⑴ 店社

における

作業⼿順

の例 

（⾚枠を修正） 

 

123 ⑴ 店社

における

作業⼿順

の例 

 

 
126 ⑵ 作業

所におけ

る作業⼿

順の例 

（⾚枠を修正） 

 

124 ⑵ 作業

所におけ

る作業⼿

順の例 

 

 
127 ⑶ 店社

における

作業⼿順

の例 

（⾚枠を修正） 

 

125 ⑶ 店社

における

作業⼿順

の例 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

129 ⑴ 建設

業関係の

特別教育

カリキュ

ラム⼀覧 

（⾚枠を修正） 

 

127 ⑴ 建設

業関係の

特別教育

カリキュ

ラム⼀覧 

 

 
130 ⑴ 建設

業関係の

特別教育

カリキュ

ラム⼀覧 

（⾚枠を修正） 

 

128 ⑴ 建設

業関係の

特別教育

カリキュ

ラム⼀覧 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

131 ⑴ 建設

業関係の

特別教育

カリキュ

ラム⼀覧 

（⾚枠を修正） 

 

129 ⑴ 建設

業関係の

特別教育

カリキュ

ラム⼀覧 

 

 

132 ⑴ 建設

業関係の

特別教育

カリキュ

ラム⼀覧 

（⾚枠を修正） 

 

130 ⑴ 建設

業関係の

特別教育

カリキュ

ラム⼀覧 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

133 ⑴ 建設

業関係の

特別教育

カリキュ

ラム⼀覧 

（⾚枠を削除、修正） 

 

131 ⑴ 建設

業関係の

特別教育

カリキュ

ラム⼀覧 

 

 

134 ⑴ 建設

業関係の

特別教育

カリキュ

ラム⼀覧 

（⾚枠を修正） 

 

132 ⑴ 建設

業関係の

特別教育

カリキュ

ラム⼀覧 

 

 

G
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

135 ⑴ 建設

業関係の

特別教育

カリキュ

ラム⼀覧 

（⾚枠を修正） 

 

133 ⑴ 建設

業関係の

特別教育

カリキュ

ラム⼀覧 

 

 
136 上から 

5 ⾏⽬ 

（⾚枠を差し替え） 

 

134 上から 

5 ⾏⽬ 
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   135  （下記のページを追加） 

 

137 上から 

１⾏⽬ 

⑶ 能⼒向上教育（安衛法第19条の2）カリキ

ュラム 

（下線部を修正） 

136 上から 

１⾏⽬ 

⑷ 能⼒向上教育（安衛法第19条の2）カリキ

ュラム 

137 ⑶ 能⼒

向上教育

（安衛法

第 19 条

の 2）カ

リキュラ

ム 

（⾚枠を修正、追加） 

 

136 ⑷ 能⼒

向上教育

（安衛法

第 19 条

の 2）カ

リキュラ

ム 

 

 

138 上から 

１⾏⽬ 

⑷ 危険有害業務従事者に対する安全衛⽣教

育（安衛法第60条の2）カリキュラム 

（下線部を修正） 

137 上から 

１⾏⽬ 

⑸ 危険有害業務従事者に対する安全衛⽣教

育（安衛法第60条の2）カリキュラム 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

138 上から 

2 ⾏⽬ 

事業者は、危険⼜は有害な業務に就いてい

る者に対して、安全衛⽣教育を⾏うように努

めなければならないこととなっています。 

（下線部を追加） 

137 上から 

2 ⾏⽬ 

事業者は、危険性⼜は有害性業務に就いて

いる者に対して、安全衛⽣教育を⾏うように

努めなければならないこととなっています。

抜粋（H1.5.22 基発第247号） 

138 ⑷ 危険

有害業務

従事者に

対する安

全衛⽣教

育（安衛

法第 60

条の 2）

カリキュ

ラム 

（⾚枠を修正） 

 

137 ⑸ 危険

有害業務

従事者に

対する安

全衛⽣教

育（安衛

法第 60

条の 2）

カリキュ

ラム 

 

 

139 上から 

１⾏⽬ 

⑸ ⾏政指導等に基づく安全衛⽣教育カリキ

ュラム 

（下線部を追加） 

138 上から 

１⾏⽬ 

⑹ ⾏政指導等に基づく安全衛⽣教育カリキ

ュラム 

139 ① 有機

溶剤取扱

業務 

（⾚枠を修正） 

 

138 ① 有機

溶剤取扱

業務 

 

 
139 ② 振動

⼯具取扱

業務 

（⾚枠を修正） 

 

138 ② 振動

⼯具取扱

業務 

 

 
139 ③ 丸の

こ等取扱

作業従事

者教育 

（⾚枠を修正） 

 

138 ③ 丸の

こ等取扱

作業従事

者教育 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

141 ⑥ 建設

⼯事に従

事する労

働者に対

する安全

衛⽣教育 

（⾚枠を修正） 

 

140 ⑥ 建設

⼯事に従

事する労

働者に対

する安全

衛⽣教育 

 

 
141 ⑦ 安全

衛⽣推進

者養成講

習 

（⾚枠を削除） 

 

140 ⑦ 安全

衛⽣推進

者養成講

習 

 

 

142 ⑴ 危険

有害業務

に従事す

る労働者

で資格

（⼜は特

別教育）

を必要と

する者の

⼀覧 

（⾚枠を修正） 

 

141 ⑴ 危険

性⼜は有

害性業務

に従事す

る労働者

で資格

（⼜は特

別教育）

を必要と

する者の

⼀覧 

 

 



 

34 
 

（旧版） 第 2 版（令和 4 年 1 月 21 日） No.136101 （新版） 第 3 版（令和 6 年 12 月 26 日） No.136101 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

143 ⑴ 危険

有害業務

に従事す

る労働者

で資格

（⼜は特

別教育）

を必要と

する者の

⼀覧 

（⾚枠を修正） 

 

142 ⑴ 危険

性⼜は有

害性業務

に従事す

る労働者

で資格

（⼜は特

別教育）

を必要と

する者の

⼀覧 

 

 
144 ⑴ 危険

有害業務

に従事す

る労働者

で資格

（⼜は特

別教育）

を必要と

する者の

⼀覧 

（⾚枠を修正） 

 

143 ⑴ 危険

性⼜は有

害性業務

に従事す

る労働者

で資格

（⼜は特

別教育）

を必要と

する者の

⼀覧 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

145 ⑵ 作業

主任者

（有資格

者）の選

任を必要

とする業

務⼀覧 

（⾚枠を修正） 

 

144 ⑵ 作業

主任者

（有資格

者）の選

任を必要

とする業

務⼀覧 

 

 

146 ⑵ 作業

主任者

（有資格

者）の選

任を必要

とする業

務⼀覧 

（⾚枠を修正） 

 

145 ⑵ 作業

主任者

（有資格

者）の選

任を必要

とする業

務⼀覧 

 

 
147 ⑶ 作業

指揮者を

選任すべ

き業務⼀

覧 

（⾚枠を修正） 

 

146 ⑶ 作業

指揮者を

選任すべ

き業務⼀

覧 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

148 ⑶ 作業

指揮者を

選任すべ

き業務⼀

覧 

（⾚枠を修正） 

 

147 ⑶ 作業

指揮者を

選任すべ

き業務⼀

覧 

 

 
149 ⑷ 監視

⼈（誘導

者）等の

配置を必

要とする

業務⼀覧 

（⾚枠を修正） 

 

148 ⑷ 監視

⼈（誘導

者）等の

配置を必

要とする

業務⼀覧 

 

 
150 上から 

１1 ⾏⽬ 

7．動⼒により駆動される巻上げ機（電気ホイ

スト及びエアホイストを除く。）、運搬機⼜は

索道の運転の業務 

（下線部を修正） 

149 上から 

１1 ⾏⽬ 

7．動⼒により駆動される巻上げ機（電気ホイ

スト及びエヤホイストを除く。）、運搬機⼜は

索道の運転の業務 

150 上から 

１2 ⾏⽬ 

8．直流にあっては 750Ｖを、交流にあっては

300Ｖを超える電圧の充電電路⼜はその⽀持

物の点検、修理⼜は操作の業務 

（下線部を修正） 

149 上から 

１2 ⾏⽬ 

8．直流にあつては 750Ｖを、交流にあつては

300Ｖを超える電圧の充電電路⼜はその⽀持

物の点検、修理⼜は操作の業務 

150 上から 

１5 ⾏⽬ 

10．クレーン、デリック⼜は揚貨装置の⽟掛

けの業務（2 ⼈以上の者によって⾏う⽟掛け

の業務における補助作業の業務を除く。） 

（下線部を修正） 

149 上から 

１5 ⾏⽬ 

10．クレーン、デリック⼜は揚貨装置の⽟掛

けの業務（2 ⼈以上の者によつて⾏う⽟掛け

の業務における補助作業の業務を除く。） 

150 下から 

１5 ⾏⽬ 

14．直径が 25cm 以上の丸のこ盤（横切⽤丸

のこ盤及び⾃動送り装置を有する丸のこ盤そ

の他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそ

れのないものを除く。）⼜はのこ⾞の直径が

75cm 以上の帯のこ盤に⽊材を送給する業務 

（下線部を修正） 

149 下から 

１5 ⾏⽬ 

14．直径が 25cm 以上の丸のこ盤（横切⽤丸

のこ盤及び⾃動送り装置を有する丸のこ盤そ

の他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそ

れのないものを除く。）⼜はのこ⾞の直径

75cm 以上の帯のこ盤に⽊材を送給する業務 

150 下から 

１2 ⾏⽬ 

17．軌道内であって、ずい道内の場所、⾒通

し距離が 400ｍ以内の場所⼜は⾞両の通⾏が

頻繁な場所において単独で⾏う業務 

（下線部を修正） 

149 下から 

１2 ⾏⽬ 

17．軌道内であつて、ずい道内の場所、⾒通

し距離が 400ｍ以内の場所⼜は⾞両の通⾏が

頻繁な場所において単独で⾏う業務 
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150 下から 

5 ⾏⽬ 

26．直径が 35cm 以上の⽴⽊の伐採の業務 

（下線部を修正） 

149 下から 

5 ⾏⽬ 

26．胸⾼直径 35cm 以上の⽴⽊の伐採の業務 

151 下から 

4 ⾏⽬ 

46．前号に掲げるもののほか、中央労働基準

審議会の議を経て厚⽣労働⼤⾂が別に定める

業務 

（下線部を修正） 

150 下から 

4 ⾏⽬ 

46．前号に掲げるもののほか、厚⽣労働⼤⾂

が別に定める業務 

153 ⑵ ⼥性

の就業制

限業務の

範囲（建

設業関

係） 

（⾚枠を修正） 

 

152 ⑵ ⼥性

の就業制

限業務の

範囲（建

設業関

係） 

 

 
153 ⑴ ⽴⼊

禁⽌の措

置等⼀覧 

（⾚枠を修正） 

 

152 ⑴ ⽴⼊

禁⽌の措

置等⼀覧 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

154 ⑴ ⽴⼊

禁⽌の措

置等⼀覧 

（⾚枠を修正） 

 

153 ⑴ ⽴⼊

禁⽌の措

置等⼀覧 

 

 
155 ⑴ ⽴⼊

禁⽌の措

置等⼀覧 

（⾚枠を修正） 

 

154 ⑴ ⽴⼊

禁⽌の措

置等⼀覧 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

156 ⑵ 表⽰

の設定箇

所⼀覧 

（⾚枠を修正） 

 

155 

 

⑵ 表⽰

の設定箇

所⼀覧 

 

 

157 ⑵ 表⽰

の設定箇

所⼀覧 

（⾚枠を修正） 

 

156 ⑵ 表⽰

の設定箇

所⼀覧 

 

 
158 ⑴⼯事開

始時 

（⾚枠を修正） 

 

157 ⑴⼯事開

始時 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

159 ⑴⼯事開

始時 

（⾚枠を修正） 

 

158 ⑴⼯事開

始時 

 

 
160 ⑴⼯事開

始時 

（⾚枠を修正） 

 

159 ⑴⼯事開

始時 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

161 ⑴⼯事開

始時 

（⾚枠を修正） 

 

160 ⑴⼯事開

始時 

 

 

161 ⑵⼯事中 （⾚枠を修正） 

 

160 ⑵⼯事中  

 
162 ⑵⼯事中 （⾚枠を修正） 

 

161 ⑵⼯事中  
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163 ⑵⼯事中 （⾚枠を修正） 

 

162 ⑵⼯事中  

 
164 ⑷合図、

信号等の

設定⼀覧 

（⾚枠を修正、追加） 

 

163 ⑷合図、

信号等の

設定⼀覧 
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165 ⑸ 保護

具の着⽤

義務⼀覧 

（⾚枠を修正） 

 

164 ⑸ 保護

具の着⽤

義務⼀覧 

 

 

166 ⑸ 保護

具の着⽤

義務⼀覧 

（⾚枠を修正） 

 

165 ⑸ 保護

具の着⽤

義務⼀覧 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

168 上から 

2 ⾏⽬ 

⑴ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に

よる⼤学（旧⼤学令（⼤正 7 年勅令第 388 号）

による⼤学を含む。）⼜は⾼等専⾨学校（旧専

⾨学校令（明治 36 年勅令第 61 号）による専

⾨学校を含む。）を卒業した者（職業能⼒開発

促進法（昭和 44 年法律第 64 号）による職業

訓練⼤学校における⻑期課程（職業訓練法の

⼀部を改正する法律（昭和 60 年法律第 56 号）

による改正前の職業訓練法による⻑期指導員

訓練課程を含む。）の指導員訓練を修了した者

を含む。）で、その後 1 年以上安全衛⽣の実務

（衛⽣推進者にあっては、衛⽣の実務）以下

同じ。）に従事した経験を有するもの 

（下線部を修正） 

167 上から 

2 ⾏⽬ 

⑴ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に

よる⼤学（旧⼤学令（⼤正 7 年勅令第 388 号）

による⼤学を含む。）⼜は⾼等専⾨学校（旧専

⾨学校令（明治 36 年勅令第 61 号）による専

⾨学校を含む。）を卒業した者（独⽴⾏政法⼈

⼤学改⾰⽀援・学位授与機構により学⼠の学

位を授与された者若しくはこれと同等以上の

学⼒を有すると認められる者⼜は同法による

専⾨職⼤学の前期課程を修了した者を含む。）

で、その後 1 年以上安全衛⽣の実務（衛⽣推

進者にあっては、衛⽣の実務）以下同じ。）に

従事した経験を有するもの 

168 上から 

8 ⾏⽬ 

⑵ 学校教育法による⾼等学校（旧中等学校

令（昭和 18 年勅令第 36 号）による中等学校

を含む。）を卒業した者で、その後 3 年以上安

全衛⽣の実務に従事した経験を有するもの 

（下線部を修正） 

167 上から 

8 ⾏⽬ 

⑵ 学校教育法による⾼等学校（旧中等学校

令（昭和 18 年勅令第 36 号）による中等学校

を含む。）⼜は中等教育学校を卒業した者（学

校教育法施⾏規則（（昭和 22 年⽂部省令第 11

号）第 150 条に規定する者⼜これと同等以上

の学⼒を有すると認められる者を含む。）で、

その後 3 年以上安全衛⽣の実務に従事した経

験を有するもの 

168 上から 

11 ⾏⽬ 

⑷ 都道府県労働局⻑の指定を受けた者が実

施した安全衛⽣推進者養成講習を修了したも

の 

（下線部を修正） 

167 上から 

13 ⾏⽬ 

⑷ 都道府県労働局⻑の登録を受けた者が⾏

う安全衛⽣推進者養成講習を修了したもの 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

168 下から 

8 ⾏⽬ 

⒃ 職業能⼒開発促進法施⾏規則（昭和 44 年

労働省令第 24 号）第 9 条に定める専⾨課程

の養成訓練（職業訓練法施⾏規則及び雇⽤保

険法施⾏規則の⼀部を改正する省令（昭和 60

年労働省令第 23 号）による改正前の職業訓

練法施⾏規則（以下「訓練法規則」という。）

別表第⼀の専⾨訓練課程及び職業訓練法の⼀

部を改正する法律（昭和 53 年法律第 40 号）

による改正前の職業訓練法（以下「旧訓練法」

という。）第 9 条第 1 項の特別⾼等訓練課程

の養成訓練を含む。）を修了した者で、その後 

1 年以上安全衛⽣の実務に従事した経験を有

するもの 

（下線部を修正） 

167 下から 

6 ⾏⽬ 

⒃ 職業能⼒開発促進法施⾏規則第 9 条に定

める専⾨課程の養成訓練による改正前の職業

訓練法施⾏規則（以下「訓練法規則」という。）

別表第 1 の専⾨訓練課程及び職業訓練法の⼀

部を改正する法律による改正前の職業訓練法

（以下「旧訓練法」という。）第 9 条第 1 項の

特別⾼等訓練課程の養成訓練を含む。）を修了

した者で、その後 1 年以上安全衛⽣の実務に

従事した経験を有するもの 

169 上から 

2 ⾏⽬ 

⒅ 農林⽔産省組織令（昭和 27 年政令第 389

号）第 209 条の⽔産⼤学校における正規の課

程を修めて卒業した者で、その後 1 年安全衛

⽣の実務に従事した経験を有するもの 

⒆ ⾃動⾞整備⼠技能検定規則（昭和 26 年

運輸省令第 71 号）第 2 条の⾃動⾞整備⼠で

あって、同規則第 6 条の 2 第 1 項第 1 号の 1

種養成施設の課程を修了した者 

⒇ ⽔道法（昭和 32 年法律第 177 号）第 19

条に定める⽔道技術管理者の資格を得るため

の同法施⾏規則第 13 条第 3 号に定める厚⽣

⼤⾂が認定する講習を修了した者 

（下線部を削除、修正） 

168 上から 

2 ⾏⽬ 

⒅ ⾃動⾞整備⼠技能検定規則（昭和 26 年

運輸省令第 71 号）第 2 条の⾃動⾞整備⼠で

あって、同規則第 6 条の 2 第 1 項第 1 号の 1

種養成施設の課程を修了した者 

⒆ ⽔道法（昭和 32 年法律第 177 号）第 19

条に定める⽔道技術管理者の資格を得るため

の同法施⾏規則第 13 条第 3 号に定める厚⽣

⼤⾂が認定する講習を修了した者 

171  （ページを削除）    

172 上から 

１⾏⽬ 

（右記を追加） 169 上から 

１⾏⽬ 

9 労働災害事例 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

172 ⑴ ⽔道

管埋設⼯

事中、⼟

砂崩壊に

より下半

⾝が埋没

する 

（⾚枠を修正） 

 

169 ⑴ ⽔道

管埋設⼯

事中、⼟

砂崩壊に

より下半

⾝が埋没

する 

 

 

173 ⑴ ⽔道

管埋設⼯

事中、⼟

砂崩壊に

より下半

⾝が埋没

する 

（⾚枠を修正） 

 

170 ⑴ ⽔道

管埋設⼯

事中、⼟

砂崩壊に

より下半

⾝が埋没

する 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

174 ⑵ 乗⼊

れ構台上

で、移動

式クレー

ンに挟ま

れる 

（⾚枠を修正） 

 

171 ⑵ 乗⼊

れ構台上

で、移動

式クレー

ンに挟ま

れる 

 

 

175 ⑵ 乗⼊

れ構台上

で、移動

式クレー

ンに挟ま

れる 

（⾚枠を修正） 

 

172 ⑵ 乗⼊

れ構台上

で、移動

式クレー

ンに挟ま

れる 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

176 ⑶ 移動

⾜場から

墜落して

頭部、胸

部を打撲

する 

（⾚枠を修正） 

 

173 ⑶ 移動

⾜場から

墜落して

頭部、胸

部を打撲

する 

 

 

177 ⑶ 移動

⾜場から

墜落して

頭部、胸

部を打撲

する 

（⾚枠を修正） 

 

174 ⑶ 移動

⾜場から

墜落して

頭部、胸

部を打撲

する 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

178 ⑷ 移動

式クレー

ンで、鉄

筋運搬

中、⽟掛

けワイヤ

ロープが

切断、荷

の下敷き

になる 

（⾚枠を修正） 

 

175 ⑷ 移動

式クレー

ンで、鉄

筋運搬

中、⽟掛

けワイヤ

ロープが

切断、荷

の下敷き

になる 

 

 

179 ⑷ 移動

式クレー

ンで、鉄

筋運搬

中、⽟掛

けワイヤ

ロープが

切断、荷

の下敷き

になる 

（⾚枠を修正） 

 

176 ⑷ 移動

式クレー

ンで、鉄

筋運搬

中、⽟掛

けワイヤ

ロープが

切断、荷

の下敷き

になる 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

180 ⑸ 浴室

の塗装作

業中、有

機溶剤中

毒で倒れ

る 

（⾚枠を修正） 

 

177 ⑸ 浴室

の塗装作

業中、有

機溶剤中

毒で倒れ

る 

 

 
181 ⑸ 浴室

の塗装作

業中、有

機溶剤中

毒で倒れ

る 

（⾚枠を修正） 

 

178 ⑸ 浴室

の塗装作

業中、有

機溶剤中

毒で倒れ

る 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

182 ⑹ 宅地

造成地の

集⽔桝

（暗き

ょ）に⼊

り、酸素

⽋乏で倒

れる 

（⾚枠を修正） 

 

179 ⑹ 宅地

造成地の

集⽔桝

（暗き

ょ）に⼊

り、酸素

⽋乏で倒

れる 

 

 

183 ⑹ 宅地

造成地の

集⽔桝

（暗き

ょ）に⼊

り、酸素

⽋乏で倒

れる 

（⾚枠を修正） 

 

180 ⑹ 宅地

造成地の

集⽔桝

（暗き

ょ）に⼊

り、酸素

⽋乏で倒

れる 

 

 

 


